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農事組合法人に関する各種届出等一覧  

 

 

事  項 届 出 書 類 添 付 書 類 届出先 届出期限 

 

★設立したとき 

○設立登記をす 

るとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○農事組合法人設立登記 

  申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定款 

・出資引受書（出資組合のみ） 

・出資金領収書（ 〃   ） 

・財産引継書（現物出資） 

・設立発起人会の議事録謄本 

・理事就任承諾書 

・理事の印鑑証明書 

・登記用別紙 

・印鑑届 

 

 

法務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非出資組合につ

いては役員選任

の日、出資組合に

ついては第１回

の払込のあった

日から２週間以

内 

 

 

○登記を委任す 

るとき 

委任状 

 

 

 

 

法務局 

 

法人設立登記時 

 

 

○行政庁への設 

立の届出をす 

るとき 

 

 

 

 

 

 

農事組合法人設立届 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登記簿の謄本 

・定款 

・事業計画書 

・設立経過報告書 

・設立発起人会の議事録謄本 

・組合員名簿（氏名、年齢、住所、 

組合員たる資格事項及び役職名等 

を記載した書類） 

 

都 道 府 県

知事（所管

農 業 振 興

事務所）又

は 農 林 水

産大臣（所

管 農 政 局

等） 

 

設立登記後２週

間以内 

 

 

 

 

 

 

 

○税務関係機関 

への設立の届 

出をするとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農事組合法人設立届出書 

 

 

 

 

 

 

 

・登記簿の謄本 

・定款 

・出資者名簿 

・設立趣意書 

・設立時の貸借対照表 

・主たる事務所所在地の略図 

・法人設立概況書等 

 

税務署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立後２か月以

内 

 

 

 

 

 

青色申告の承認申請書 

 

 

 

 

設立後３か月以

内 

減価償却資産の償却方法

の届出書及びたな卸資産

の評価方法の届出書 

 

 

 

 

 

最初の確定申告

書提出期限まで 

 

給与支払事務所等の開設

届出書 

 

 

 

 

事務所開設から

１か月以内 

源泉所得税の納期の特例

の承認に関する申請書 

 

 

 

 

 

設立後速やかに

※提出した翌月

分から適用 

農事組合法人設立届出書 

 

・登記簿の謄本 

・定款 

 

県 税 事 務

所 

 

設立後２か月以

内 

 

農事組合法人設立届出書 

 

 

 

 

 

・登記簿の謄本 

・定款 

 

 

 

 

市町村 

 

 

 

 

 

設立後２か月以

内 
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事  項 届 出 書 類 添 付 書 類 届出先 届出期限 

 

○労働・社会保 

険関係への設 

立の届出をす 

るとき 

（※事業を開始 

 したとき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用事業報告 

 

 

 

 

 

労 働 基 準

監督署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業を開始した

とき遅滞なく 

 

労働保険関係設立届 

 

 

 

 

 

 

 

労働保険関係が

成立した日の翌

日から 10 日以内 

 

就業規則届（就業規則を制

定した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

常時 10 人以上の

労働者を使用す

るときは遅滞な

く 

 

雇用保険適用事業所設置

届 

 

 

 

 

公 共 職 業

安定所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立後２週間以

内 

 

社会保険関係成立届 

 

 

 

 

 

 

 

労働保険関係が

成立した日の翌

日から 10 日以内 

 

雇用保険被保険者資格取

得届（従業員を雇ったと

き） 

 

 

 

 

 

 

 

従業員を雇った

とき、その月の翌

月から 10 日まで 

 

健康保険新規適用届 

 

 

※確定給与を支給しない農事組合法 

人は、国民健康保険が適用される 

 

社 会 保 険

事務所 

 

 

 

 

 

事業を開始した

とき遅滞なく 

 

健康保険被保険者資格取

得届（従業員を雇ったと

き） 

 

 

 

 

 

雇用後５日以内 

 

 

 

★登記事項を変 

更をしたとき 

○名称及び事業 

の変更の登記 

をするとき 

 

 

 

 

農事組合法人変更登記申

請書 

 

 

 

 

 

・名称及び事業変更を決議した総会 

の議事録の謄本 

・登記用別紙 

・改印届 

 

 

 

法務局 

 

 

 

 

 

 

総会決議後２週

間以内 

 

 

 

○理事の変更の 

登記をすると 

き 

 

 

 

農事組合法人変更登記申

請書                    

 

 

 

 

・理事の選任を決議した総会の議事 

録の謄本 

・理事の辞任届 

・理事の就任承諾書 

・理事の印鑑証明書 

 

法務局 

 

 

 

 

 

新理事就任後２

週間以内 

 

 

 

 

★定款変更した 

とき 

○行政庁への定 

款変更の届出 

を す る と き    

   

 

 

 

 

 

 

定款変更届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定款変更理由書 

・変更した定款新旧条文対照表 

・定款変更の決議をした総会の議事 
録の謄本又は抄本 

※以下は出資１口の金額を減少した 
場合に必要 

・財産目録及び貸借対照表 

・農協法第 49 条第 2 項の規定によ 
る公告及び催告の写し 

・農協法第 50 条第 2 項の規定によ 
る手続をしたときは、そのことを 
証する書面 

 

都 道 府 県

知事（所管

農 業 振 興

事務所）ま

た は 農 林

水 産 大 臣

（ 所 管 農

政局等） 

 

 

 

 

定款変更後２週

間以内（登記が必

要な場合は変更

登記後２週間以

内） 
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事  項 届 出 書 類 添 付 書 類 届出先 届出期限 

 

★総会の決議に 
より解散した 
とき 

○解散及び清算 
人の就任登記 
をするとき 

 

農事組合法人解散及び清
算人就任登記申請書 

 

 

 

 

 

・解散の決議をした総会の議事録の 
謄本 

・印鑑届 

・清算人の印鑑証明書 

 

 

 

法務局 

 

 

 

 

 

 

解散総会後２週
間以内  

 

 

 

 

 

○行政庁への解 
散の届出をす 
るとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農事組合法人解散届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登記簿の謄本 

・解散理由書 

・解散時における財産内容を証する 
書面 

・解散の決議をした総会の議事録の 
謄本 

・組合員が３人未満となった日から 
引き続き６月間３人以上とならな 
かったことを証する書面（組合員 
が３人未満となったことにより解 
散する場合） 

・清算人の住所及び氏名を記載した 
書類 

 

都 道 府 県
知事（所管
農 業 振 興
事務所）ま
た は 農 林
水 産 大 臣
（ 所 管 農
政局等） 

 

 

 

 

 

 

解散登記後２週
間以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★清算結了した 
とき 

○清算結了の登 
記をするとき 

 

農事組合法人清算結了登 

記申請書 

 

 

 

・決算報告の承認をした総会の議事 
録の謄本 

・決算報告書 

 

 

法務局 

 

 

 

 

清算結了総会後
２週間以内 

 

 

 

○行政庁への解 
散の届出をす 
るとき 

 

 

 

 

 

 

農事組合法人清算結了届 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登記簿の謄本 

・決算報告書の写し 

・決算報告の承認をした総会の議事 
録の謄本 

 

 

 

 

 

都 道 府 県
知事（所管
農 業 振 興
事務所）ま
た は 農 林
水 産 大 臣
（ 所 管 農
政局等） 

 

清算結了登記後
２週間以内 

 

 

 

 

 

 

 

★合併したとき 

○合併の登記を 
するとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

農事組合法人合併登記申 

請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登記簿の謄本 

・農協法第 65 条第 4 項において準 
用する法第 49 条の規定による公 
告及び催告をしたこと並びに異議 
を述べた債権者があるときは、こ 
れに対し、弁済し、若しくは信託 
したこと又は出資１口の金額を減 
少し、若しくは合併若しくは継承 
してもその債権者を害するおそれ 
がないことを証する書面    

 

法務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併後主たる事
務所の所在地で
は２週間以内、従
たる事務所の所
在地では３週間
以内 

 

 

 

 

 

○行政庁への合 
併の届出をす 
るとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農事組合法人合併届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登記簿の謄本 

・定款（新設又は存続する組合） 

・合併理由書 

・関係各農事組合法人の合併を決議 
した総会の議事録の謄本 

・合併経過報告書 

・農協法第 49 条に規定する手続を 
了したことを証する書面 

・事業計画書 

・組合員名簿（氏名、年齢、住所、 
組合員たる資格事項及び役職名等 
を記載。 

・役員の略歴及び理事の組合員たる 
資格事項を記載した書類（新設合 
併のみ） 

 

都 道 府 県
知事（所管
農 業 振 興
事務所）ま
た は 農 林
水 産 大 臣
（ 所 管 農
政局等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併登記後２週
間以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 84 - 

事  項 届 出 書 類 添 付 書 類 届出先 届出期限 

 

★株式会社に組 

織変更したと 

き 

○組織変更の登 

記をするとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農事組合法人組織変更登 

記申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織変更計画書 

・定款 

・組織変更の決議をした総会の議事 

録の謄本 

・農協法第 73 条の３第６項に準用 

する農協法第 49 条の公告をした 

ことを証する書面 

・農協法第 73 条の３第６項におい 

て準用する農協法第 49 条の規定 

による公告及び催告をしたこと並 

びに異議を述べた債権者があると 

きは、そのものに対し弁済し、若 

しくは弁済を供し、若しくは信託 

したこと又は組織変更をしてもそ 

の者を害するおそれがないことを 

証する書面 

・組織変更時に組織変更前の出資農 

事組合法人に現に存する純資産額 

を証する書面 

・会社の取締役、代表取締役及び監 

査役が就任を承諾したことを証す 

る書面 

 

法務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織変更後主た

る事務所の所在

地では２週間以

内、従たる事務所

の所在地では３

週 間 以 内        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○行政庁への組 

織変更の届出 

をするとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農事組合法人組織変更届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登記簿の謄本（農事組合法人及び 

株式会社又は一般社団法人） 

・定款（株式会社又は一般社団法人） 

・組織変更理由書 

・組織変更計画書 

・組織変更の決議をした総会の議事 

録の謄本 

・組織変更経過報告書 

・法第７３条の３に規定する手続を 

了したことを証する書面 

・組織変更後株式会社の取締役及び 

監査役の住所、氏名を記載した書 

類又は組織変更後一般社団法人の 

理事の住所、氏名を記載した書類 

 

 

都 道 府 県

知事（所管

農 業 振 興

事務所）ま

た は 農 林

水 産 大 臣

（ 所 管 農

政局等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織変更登記後

２週間以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


